
　犯罪被害にあわれた方やご家族の方々は、生命、身

体、財産上の直接的な被害だけでなく、下記のような問

題に直面することがあります。

　福岡県警察では、犯罪被害

にあわれた方の心のケアを行う

相談窓口「心のリリーフ・ライ
ン」を開設しています。

　匿名でも構いません。女性の

臨床心理士が丁寧にお聞きします。

　福岡県内から「＃8103（ハートさ
ん）」にダイヤルすると、福岡県警察

本部の性犯罪被害相談電話につな

がります（24 時間・365日受付）。

　● 平日の昼間（9:00～17:45）は、女性の臨床心理士

又は警察官が対応します。

　● 土日、祝日及び夜間は、警察本部の当直員が対応

します。（男性の警察官が対応する場合もありま

す。）

　11月25日から12月1日までの間は「犯罪被害者週間」です。

　犯罪被害にあわれた方々やご家族が被害等から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、その心情を尊重し、

社会全体で犯罪被害にあわれた方々などを支援することが大切です。

大切な人が犯罪被害にあわれたら
～ 犯罪被害者支援制度のご案内 ～

お問い合わせ先
福岡県警察 被害者支援・相談課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/somu/
sodan/seihanzai/sien.html

危機管理
情報室

犯罪被害が及ぼす影響

【警察による支援活動】
① 刑事手続の説明や捜査状況等の情報提供

② 犯罪被害相談による心のケア

③ 経済的支援

　・医療費・書類作成料など

　・カウンセリング費用

　・緊急一時避難場所の確保にかかる費用

　・ハウスクリーニング費用

④ 犯罪被害給付制度の適用

⑤ 再被害防止のための警戒活動、訪問活動　等

【福岡犯罪被害者支援センターによる支援活動】
① 電話・面接相談活動

② 警察、病院、法廷等への付添い

③ 犯罪被害者等給付金申請補助活動

　同センターは、多くの機関や団

体・企業・個人等による賛助会員

からの会費や寄付によって運営され

ています。

　なお、同センターでは賛助会員を募集しています。

　詳しくはホームページ（http://fukuoka-vs.net/）をご覧

ください。

様々な被害者支援活動

警察の犯罪被害相談窓口

◆ 精神的なショックや身体の不調
◆ 医療費の負担や失職などによる経済的困窮
◆ 噂話等によるストレス・不快感
◆ 捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担　等

福岡犯罪被害者支援センター 電話相談窓口
福　岡 092-735-3156　　北九州 093-582-2796
筑　豊 0948-28-5759　　筑　後 0942-39-4416
※受付時間／月～金  9:00～16:00（祝日・年末年始を除く）

福岡県警察本部
犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」
　連絡先  092-632-7830
　※受付時間／月～金  9:00～17:45（祝日・年末年始を除く）

【街頭キャンペーンのお知らせ】
日時：11 月 20 日（水）12:00～13:00

場所：博多駅 博多口駅前広場

　　　（福岡市博多区博多駅中央街 1-1）

主催：福岡県警察、公益社団法人福岡犯罪被害者

　　　支援センター、福岡県、福岡市、北九州市

内容：福岡犯罪被害者支援センターの紹介

　　　福岡県警察音楽隊

　　　「安全・安心コンサート in 博多」

　　　　　　　　　　　お気軽にお越しください！

も、今年に入って、通達改正することを生命保険各社
に通告し、パブコメ等の実施を経た上、6月28日付
で法令解釈通達が発遣され、取扱通達の改正と共
に、個別通達の廃止が行われました（もっとも、前記
通達発遣以前の今年2月ころには、生命保険各社も、
節税保険の販売を自粛していました。）。
　改正の内容は、やや複雑であるものの、要するに、
当該種類の支払保険料につき損金算入を認めないと
するものであることから、節税保険は、節税としての
機能を完全に失うこととなりました。なお、同改正
は、既に契約済みのものについて及ばないことも、明
確にされました。

2．締結前に是非税理士等にご相談を!
　筆者は、ある会社が、保険勧誘の際に、「万一保険料
を払えなくなっても損をすることはない」と誤った説明を
受けたために節税保険を購入したものの、後に高額な保
険料を支払うことができなくなった、として、保険会社
に対して損害賠償を請求した訴訟を担当したことがあり
ます。この紛争自体は、後に和解によって双方にとって
円満な形で解決できたのですが、節税効果に着目して期
末駆け込みで保険契約を締結すること自体、危うい行為
ではありました。
　どのようなリスクに備える必要があるのか、出口戦略を
どうすべきか、そのために幾らの保険料なら支払えるの
か等々を考慮した上で締結するのであれば、保険は、本
当に素晴らしいものです。大半の保険各社は、顧客の長
期利益に立って商品を勧めてくるものと思いますが、中に
は、昨今の報道のような例もあります。
　貴社が多額の収益をあげられたのも、今期、社長や従
業員が一丸となって頑張られた結果です。その利益を、
事業とは無関係なことで失っては元も子もありません。
　保険契約を締結される際には、どうか事前に税理士等
にご相談ください。

　当社は、まもなく決算期を迎えますが、
幸いにして大幅な収益増加が見込めそうで
す。そこで、節税策を検討しているのです

が、いわゆる節税保険が規制されたと聞きました。どう
いうことなのでしょうか。過去に契約して節税できた分ま
で、遡って税金を支払わなければならないのでしょうか。
　

　本年7月8日以後に締結された一部の保
険契約につき、支払保険料の損金算入が
認められなくなります。

　もっとも、同内容の保険契約であっても、過去に締結
したものについてまで、遡って税金を支払わなければな
らないということはありません。

1．改正の内容
⑴ いわゆる節税保険とは?

　3年以上の保険期間を設け、ある会社が自己を契
約者として、その代表者等を被保険者とする保険契
約については、従来、支払保険料の全額（正確には、
半額損金算入タイプなどがありましたが、分かり易さ
の観点から、全額タイプに統一します。）の損金算入
を認めてきました。この保険は、一定期間経過直後
に高い解約返戻率を設定することで、いわば保険会
社にお金を預けるような機能を果たす一方で、当該一
定期間内において支払保険料の全額を損金算入する
ことによって会社の所得を圧縮できたことや、期末に
一年分の保険料を支払う駆け込み型でも全額を損金
算入できたことから、近年、節税商品として大流行し
ました。

⑵ そんな旨い話は…
　ところが、このような節税保険は、偶発的なリスク
に予め備えるという保険本来の趣旨から外れたもので
あったため、昨年ごろから金融庁が問題視しているこ
とが報道されるようになりました。そして、国税庁
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（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp）

Q

A

いわゆる節税保険に関する
税務取扱いの変更について
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